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○
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
六
号

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
六
号
、
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
七
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
四

十
一
条
の
二
第
一
項
第
十
号
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
十
五
条
の
二
並
び
に
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
四
年
法
律
第
九
十
号
）
第
七
条
第
二
号
及
び
第
七
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
労
働
基
準
法
を
実
施

す
る
た
め
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

労
働
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

②

使
用
者
は
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
状
況
に
関
す
る
記
録
を

②

使
用
者
は
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
状
況
に
関
す
る
記
録
を

同
項
第
一
号
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
し

同
項
第
一
号
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
三
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

（
略
）

③

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
の
二

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
の
二

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

③

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
を
前
号

二

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
を
前
号

の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

④

（
略
）

④

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
の
三

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
の
三

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

③

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
を
前
号

二

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
を
前
号

の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
の
四

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
の
四

（
略
）

②

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
作
成
及
び

②

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
作
成
及
び
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保
存
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
は
、
労
使
委
員
会
の
開
催
の
都
度
そ
の
議
事
録

保
存
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
は
、
労
使
委
員
会
の
開
催
の
都
度
そ
の
議
事
録

を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
開
催
の
日
（
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規

を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
開
催
の
日
（
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規

定
す
る
決
議
及
び
労
使
委
員
会
の
決
議
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す

定
す
る
決
議
及
び
労
使
委
員
会
の
決
議
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す

る
労
使
委
員
会
に
お
け
る
委
員
の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
に
よ

る
労
使
委
員
会
に
お
け
る
委
員
の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
に
よ

る
決
議
が
行
わ
れ
た
会
議
の
議
事
録
に
あ
つ
て
は
、
当
該
決
議
に
係
る
書
面

る
決
議
が
行
わ
れ
た
会
議
の
議
事
録
に
あ
つ
て
は
、
当
該
決
議
に
係
る
書
面

の
完
結
の
日
（
第
五
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
完
結
の
日
を
い
う
。
）
）
か

の
完
結
の
日
（
第
五
十
六
条
第
五
号
の
完
結
の
日
を
い
う
。
）
）
か
ら
起
算

ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
～
⑥

（
略
）

③
～
⑥

（
略
）

第
二
十
四
条
の
七

使
用
者
は
、
法
第
三
十
九
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

第
二
十
四
条
の
七

使
用
者
は
、
法
第
三
十
九
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
有
給
休
暇
を
与
え
た
と
き
は
、
時
季
、
日
数
及
び
基
準
日
（
第

規
定
に
よ
り
有
給
休
暇
を
与
え
た
と
き
は
、
時
季
、
日
数
及
び
基
準
日
（
第

一
基
準
日
及
び
第
二
基
準
日
を
含
む
。
）
を
労
働
者
ご
と
に
明
ら
か
に
し
た

一
基
準
日
及
び
第
二
基
準
日
を
含
む
。
）
を
労
働
者
ご
と
に
明
ら
か
に
し
た

書
類
（
第
五
十
五
条
の
二
及
び
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
「
年
次
有
給

書
類
（
第
五
十
五
条
の
二
に
お
い
て
「
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
」
と
い
う
。

休
暇
管
理
簿
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当
該
有
給
休
暇
を
与
え
た
期
間
中

）
を
作
成
し
、
当
該
有
給
休
暇
を
与
え
た
期
間
中
及
び
当
該
期
間
の
満
了
後

及
び
当
該
期
間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二

（
略
）

②
～
⑭

（
略
）

②
～
⑭

（
略
）

⑮

法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

⑮

法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

使
用
者
は
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
対
象
労
働
者
ご

四

使
用
者
は
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
対
象
労
働
者
ご

と
の
記
録
及
び
リ
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
録
を
第
一
号
の
有
効
期
間

と
の
記
録
及
び
リ
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
録
を
第
一
号
の
有
効
期
間

中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

第
五
十
六
条

法
第
百
九
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
保
存
す
べ
き
期
間
の
計
算

第
五
十
六
条

法
第
百
九
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
保
存
す
べ
き
期
間
の
計
算

に
つ
い
て
の
起
算
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
つ
い
て
の
起
算
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

災
害
補
償
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
災
害
補
償
を
終
わ
つ
た
日

四

災
害
補
償
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
災
害
補
償
を
終
つ
た
日

五

（
略
）

五

（
略
）
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②

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
台
帳
又
は
賃
金
そ
の
他
労
働
関
係
に

（
新
設
）

関
す
る
重
要
な
書
類
を
保
存
す
べ
き
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
記
録

に
係
る
賃
金
の
支
払
期
日
が
同
項
第
二
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
日
よ
り
遅

い
場
合
に
は
、
当
該
支
払
期
日
を
起
算
日
と
す
る
。

③

前
項
の
規
定
は
、
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
第
二
号
イ
及
び
第
二
十

（
新
設
）

四
条
の
二
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況

に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
、
第
二
十
四
条
の
二
の
四
第
二
項
（
第
三
十

四
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
議
事
録

、
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
並
び
に
第
三
十
四
条
の
二
第
十
五
項
第
四
号
イ
か

ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
対
象
労
働
者
ご
と
の
記
録
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

附

則

附

則

第
七
十
条

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
百
三
十
九
条
第

第
七
十
条

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
百
三
十
九
条
第

二
項
、
第
百
四
十
条
第
二
項
、
第
百
四
十
一
条
第
四
項
又
は
第
百
四
十
二
条

二
項
、
第
百
四
十
条
第
二
項
、
第
百
四
十
一
条
第
四
項
又
は
第
百
四
十
二
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
以
下
こ
の

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
読
替
後
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
」
と
い
う
。
）

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
読
替
後
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
様
式
第
九

の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
様
式

号
の
四
（
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
八
条
の
二
第

第
九
号
の
四
（
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
八
条
の

二
項
の
協
定
の
内
容
を
読
替
後
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

二
第
二
項
の
協
定
の
内
容
を
読
替
後
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

出
に
付
記
し
て
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
五
、
労
使
委
員

る
届
出
に
付
記
し
て
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
五
、
労
使

会
の
決
議
を
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
六
、
労
働
時
間
等

委
員
会
の
決
議
を
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
六
、
労
働
時

設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
を
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
七

間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
を
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号

）
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
七
）
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
七
十
一
条

読
替
後
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
に
つ
い
て
は
、
令
和

第
七
十
一
条

読
替
後
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
に
つ
い
て
は
、
平
成

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま

三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七

で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

号
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
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第
七
十
二
条

第
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
第
二
号
、

（
新
設
）

第
二
十
四
条
の
二
の
三
第
三
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
の
四
第
二
項

（
第
三
十
四
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十

四
条
の
七
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
十
五
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
五
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
年

間
」
と
す
る
。
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（
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
四
年
労
働
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
議
事
録
の
作
成
及
び
保
存
）

（
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
議
事
録
の
作
成
及
び
保
存
）

第
二
条

法
第
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
作
成
及
び
保
存
に
つ
い

第
二
条

法
第
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
作
成
及
び
保
存
に
つ
い

て
は
、
事
業
主
は
、
同
条
に
規
定
す
る
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
開

て
は
、
事
業
主
は
、
同
条
に
規
定
す
る
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
開

催
の
都
度
そ
の
議
事
録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
開
催
の
日
（
当
該
委
員

催
の
都
度
そ
の
議
事
録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
開
催
の
日
（
当
該
委
員

会
の
決
議
が
行
わ
れ
た
会
議
の
議
事
録
に
あ
っ
て
は
、
当
該
決
議
に
係
る
書

会
の
決
議
が
行
わ
れ
た
会
議
の
議
事
録
に
あ
っ
て
は
、
当
該
決
議
に
係
る
書

面
の
完
結
の
日
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二

面
の
完
結
の
日
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二

十
三
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
完
結
の
日
を
い
う
。
）

十
三
号
）
第
五
十
六
条
第
五
号
に
定
め
る
完
結
の
日
を
い
う
。
）
）
か
ら
起

（
当
該
決
議
に
係
る
賃
金
の
支
払
期
日
が
当
該
完
結
の
日
よ
り
遅
い
場
合
に

算
し
て
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
当
該
支
払
期
日
）
）
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附

則

附

則

第
四
条

第
二
条
（
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の

（
新
設
）

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
中
「
五
年
間
」
と
あ
る
の
は
、

「
三
年
間
」
と
す
る
。
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（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

労
働
基
準
法
（
昭
和
二

（
略
）

労
働
基
準
法
（
昭
和
二

（
略
）

十
二
年
法
律
第
四
十
九

（
略
）

十
二
年
法
律
第
四
十
九

（
略
）

号
）

第
百
九
条
の
規
定
に
よ
る
雇
入
れ
、
解
雇
、
災

号
）

第
百
九
条
の
規
定
に
よ
る
雇
入
、
解
雇
、
災
害

害
補
償
、
賃
金
そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重

補
償
、
賃
金
そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要

要
な
書
類
の
保
存

な
書
類
の
保
存

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



- 10 -

附

則

こ
の
省
令
は
、
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


